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開会 午前９時００分 

 

○中村副委員長 

ただいまから第５回西予市の財政に関する特別

委員会を開会いたします。 

まず、源委員長より挨拶があります。 

○源委員長 

源委員長が挨拶を行う。 

○中村副委員長 

それでは協議に入ります。 

これよりの進行は委員長に行っていただきます。 

○源委員長 

それでは次第に沿って進めてまいります。 

３番協議（１）①令和８年度当初予算の概算要

求結果について説明を求めます。 

○沖野財政課長 

資料は、資料 01 第５回財政に関する特別委員

会資料を御覧ください。 

資料２ページになります。 

今回の危機脱却プランでは、削減効果を明確に

示すことも重要であると考えておりまして、プラ

ン原案の成果指標には、改革前、改革後、削減額

を記載し、削減効果をできるだけ可視化しようと

いたしました。 

しかしながら改革の内容によりましては、単純

に令和７年度の予算額と令和８年度の予算額を比

較できるものもあれば、令和７年度から改革を一

部先行実施するもの、集中改革期間中に段階的に

実施されるもの等もありまして、削減額を単純に

比較して示すことが難しいケースもございました。 

そこで、令和８年度の当初予算に、このプラン

の効果がどの程度反映されているかを正確に把握

するため、例年では 10 月頃に実施しています当

初予算の概算要求の取りまとめを２カ月前倒しし

て行いました。プランの内容が反映された状態で、

各課の財務会計入力を完了し、このたび点検を終

えました。 

本プランは３年間で段階的に削減する項目も含

まれているため、今回反映されているのはその一

部となります。 

また、今後、国の概算要求等も公表されるため、

適宜必要に応じて、時点更新により、修正の対応

をさせていただくこととしております。 

これまでの財源不足額の推移と、今回の概算要

求の結果について御説明いたします。 

令和８年度の概算要求では、歳出は 281.4 億円、

歳入は 273.3 億円となりまして、財源不足は、黄

色いところですが 8.1 億円となりました。近年、

概算要求時点では 14 億円から 15 億円の財源不足

が生じておりましたが、今回８年度の概算要求に

ついては大幅に圧縮されております。これは、改

革プランによる削減効果に加えまして、職員の意

識改革によって、事業費の精査が進んだ成果であ

るととらえているところでございます。貯金がで

きる体質への転換の目安としましては、当初予算

における財政調整基金の取崩し目標額は３億円以

下として、年間を通じて 10 億円以上の残高を確

保できるということを目指しております。 

今後、冬の予算査定で、この 8.1 億円の財源不

足を３億円以下に収まるように、さらに引下げて

いく必要がございますが、今回は既に改革を取り

込んでの数字であるため、従来のような削減幅の

余裕が見込まれず３億円以下の目標達成は厳しい

見通しでございます。 

○源委員長 

令和８年当初予算概算要求結果について、説明

が終わりました。 

これに対して質疑がありましたら挙手の上お願

いします。 

○二宮委員 

今の令和８年の当初の予定になっておる部分が

ですね、今回のプランの後、引下をもう見込んで

やってるということなんですけれども、市民説明

会をして理解得られんようなこととか、そういう

ふうなことが想定された場合はどうなるわけです

かね。 

○山住総務部長 

今回の概算要求は、あくまでもこのプランを実

際にやった場合にどれだけの効果が出るかという

ところも含めて、要求をそれぞれ各課からあげて

もらったところです。今ほど委員の御指摘のよう

に、今後いろんな調整が進む中でどうしても実現

困難になってくる案件も出てくる、そういった可

能性はあると思います。場合によっては、それが

はね返っていわゆるこの削減幅が少なくなる可能

性はあると思います。その辺りも含めてこの３年

の間に改革を進めていかないといけないかなとは

思っております。 
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○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

○中村副委員長 

歳入のことなんですけど、令和８年度の

273.3 億円、これ令和５年度並みたいに見える。

令和６年、７年がちょっと膨れているのに、来年

度は減るというのは、これは見込みとしてもう予

想されていることを織り込んでのことですか。ち

ょっと理由を聞きたい。 

○三瀬財政課長補佐 

歳入が減ったところでございますが、歳入は例

えば大型の起債事業がありますと、市債を借入れ

しまして事業を実施しますので歳入が増えること

になります。例えば消防庁舎とかがあると、どう

しても事業費も増える。歳入も 10 億円ぐらい増

えるっていうとこがありますので、大型事業が減

ってきたというところも、事業費の削減効果には

なっております。 

○中村副委員長 

今後道路とか橋梁とか、起債に関する事業はで

きるだけ抑制という方向で動くのだろうと思う。

そうすると、やはり、先ほどの説明だと歳入もそ

れに伴って減っていくという考えでよろしいか。 

○三瀬財政課長補佐 

今年の当初予算では、歳入の起債は 17 億円程

度でございましたが、今の概算要求の中で来年度

８年度の起債は 12 億円程度になっておりますの

で、そこだけでも５億円程度の動きはあろうかな

と思います。ただ、ほかの要因で国庫補助金を受

入れたりとかいうこともありますし、地方消費税

交付金が増えたりとかいうこともありますので、

変動する要因はほかも含んでいるかなというふう

に考えております。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

全ての案件終わった後、また総括質疑の場を設

けますので、何かありましたらその場でお願いし

ます。 

続きまして、次第（１）②財政調整基金の推移

見通し及び補填要因について説明を願います。 

○沖野財政課長 

それでは資料３ページを御覧ください。 

財政調整基金の今後の推移見通しについて御説

明いたします。財政調整基金は、平成 28 年度末

には 48.3 億円ありましたが、財源不足を補うた

めに取崩しが続きまして、令和６年度末残高は

10.8 億円にまで落ち込んでしまいました。これ

まで職員の説明会でも、自己の貯金は 10 億円が

デッドラインであると、10 億円を下回ると非常

に危険な状態だと伝えてきておるところでござい

ます。 

そして、令和７年度の当初予算では、不足する

財源を埋めるために、さらに８億円を取崩しまし

た。その結果、残った貯金はわずか 2.8 億円とな

っております。今後、年度内の補正予算で一時的

にこの貯金が増えることもございます。例えば、

９月の補正予算では前年度の決算で余ったお金を

積み立てるなどでございます。 

しかし、今後の国の経済対策でありますとか、

集中豪雨等の災害対応職員の給与改定などで、本

年度も追加の予算が必要になることが見込まれま

す。 

その結果、令和７年度末の貯金の残高は、前年

度と同程度と見込んでおりますが、もしこれに突

発的なことが起こってしまいますと、さらに減っ

てしまうリスクもございます。もし仮に何も改革

をしないまま、令和８年度の当初予算でも、例年

と同じ程度８億円を取崩しますと、貯金は再び３

億円にまで落ち込んでしまいます。当初予算の取

崩しを例年の８億円とならないよう３億円以下を

目指して、危機脱却プランの実行に取り組んでい

る状況でございます。 

続きまして４ページを御覧ください。 

平成 28 年度末に財政調整基金が 48 億円ござい

ましたが、これを何に使ってきたのかという御意

見をいただくことがございますが、数字を使いま

してイメージでお示ししますと、次のような内容

となります。一般財源の動きになります。この表

は、平成 28 年度とそれぞれの年度を比較した資

料となります。例えば、平成 28 年度の一番上の

歳入、①市税の欄でございますが、平成 28 年度

には 31.45 億円の市税がございました。それと比

較しまして平成 29 年度は平成 28 年度に比べ

0.44 億円増えた、平成 30 年度は平成 28 年度に

比べて 0.16 億円減ったというような見方となり

ます。市税でみますと、平成 28 年度以降の合計
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で 6.15 億円増えたイメージとなります。これら

歳入としましては、計の欄でございますが、平成

28 年度以降で 29.45 億円、一般財源が増えたと

いうことになっております。 

一方、歳出のほうでございますが、平成 28 年

度以降、計の欄 96.57 億円の増額となっておりま

して、歳入では 29.45 億円しか増えておりません

ので、差引き 67.12 億円ほどが不足し、ここを財

政調整基金、減債基金で穴埋めしてきたという考

え方になります。 

歳出を上から見ていきますと、まず⑥電気料・

燃料費・水道料の高騰は、大きな影響は出ており

ません。 

次の⑦職員給与費でございますが、平成 28 年

度に比べ職員数は 30 人程度減っておりますので、

本来であれば、近年は各年度で３億円程度の削減

が出てこなければなりませんが、削減幅が少ない

状況となっております。これは職員数が減っても

給与改定等の影響がそれを上回っている状況にあ

るということで、思ったほど削減額が出ていない

ということでございます。 

その下の⑧会計年度任用職員においても勤勉手

当の創設等がありまして、人件費が逆に上振れし

ているという状況でございます。 

また、⑨平成 30 年豪雨災害でございますが、

緑色の部分ですけれども、一般財源の持ち出しは

生じているところですが、上の歳入の⑤特別交付

税の欄と見比べていただければ、相応の額は特別

交付税で補填されているというイメージになりま

す。 

続いて、歳出のほうの⑪病院・つくし苑の繰出

金につきまして、繰出金から交付税措置を除いた

実質負担のイメージですが、平成 28 年度には実

質負担が生じておりませんでしたが、近年は３億

円程度の実質的な一般財源負担が続いて、平成

28 年度以降で 26 億円ほどの負担が生じたイメー

ジになっております。 

⑫下水道の繰出につきましては、この表では増

減が目立っておりませんが、ここにつきましては

平成 28 年度から既に 3.57 億円の一般財源負担が

生じております。５億円程度の繰出金を支出し、

そこから交付税措置を除いて、この程度の負担が

ずっと続いている状況でありますので、公共下水

道の普及による負担も財政運営を以前から圧迫し

ている状況と言えます。 

⑬番公債費につきましては、借金返済額から交

付税措置を差し引いたものが、平成 28 年度には

6.43 億円でありましたが、御覧のように近年は

その額に５億円、６億円の一般財源の加算が生じ

ておりまして、財政運営の負担が平成 28 年度以

降 27 億円生じております。しかしながら、道路

や学校整備など必要な借金もございますので、こ

の 27 億円のうち一定程度はどうしても必要なも

のということでございます。 

このようにして見ていきますと、やはり財源不

足を補填してきた要因は、③番普通交付税の減少

の影響が最も大きく、次いで歳出のほうの⑬番公

債費や⑪番繰出金の影響を大きく受けていること

が分かります。一番右の対策の欄でございますが、

それぞれの要因に対しまして対策を行っており、

やはりこれまでに手が打ててないのが、この③普

通交付税の減少の欄となりますので、今回の改革

プランで対応していくこととなります。 

続いて５ページを御覧ください。 

この表は平成 28 年度以降に借金をした起債事

業のうち、いわゆる施設の整備をピックアップし

たものとなります。上段は計画分としまして、合

併した頃から予定していたもの、または施設の老

朽化により更新したものなどであります。一方、

下段は政策的な判断のもとで実質実施した施設整

備となります。事業費で比べてみますと、計画分

は総事業費 150 億円に対しまして、下の政策分は

71 億円、地方債は計画分の 117 億円に対しまし

て、政策分は 43 億円となっております。 

特に、政策分を実施するに当たっては、国の補

助金、拠点整備交付金などを活用し、できるだけ

地方債を抑えながら取り組んできた経緯がござい

ます。施設整備の目的としましては、保育所・な

ごみ館・育成園支援などの福祉部門もございます

が、いわゆる観光・経済・産業の分野に攻めの姿

勢で取り組んだ施設整備が中心となっております。

これらの施設整備を行うことも必要でございます

が、整備した施設が誘客でありますとか、経済効

果などにどの程度貢献しているか、この点は有識

者会議でも指摘を受けましたが、市民への成果の

見え方が理解を得るための課題となっている状況

でございます。 

○源委員長 



- 5 - 

 

②についての説明は以上となります。 

質疑がある方は挙手の上お願いします。 

○大森委員 

まだちょっと財政についてはちょっと分からな

いところが多いので、いろいろ教えてください。

このページ４の歳出要因の操出金のところなんで

すが、令和５年度と令和６年度を比べますと、極

端に歳出が多い。もう１回詳しく教えてください。 

○三瀬財政課長補佐 

病院、つくし苑の関係の指定管理制度の移行の

協議の中でもございましたが、当時赤字補填が

2.5 億円生じた部分でありますとか、開業準備資

金が１億円程度生じた部分でありますとか、準備

に向けた費用がある程度必要であった部分もござ

いますので、その辺りでの差というふうにとらえ

ております。 

○河野委員 

この４ページのイメージ、平成 28 年対比です

けれども、この中で歳入の特別交付税、まず平成

30 年豪雨災害で 34 億円入ってきて 32 億 7800 万

円歳出があったという説明だったと思うんですけ

れども、以前というか、危機脱却プランの中の

11 ページに災害の復旧復興経費の推移というの

があって、平成 30 年に 33 億円、令和元年に

46 億円、令和２年に 34 億円という数字の説明が

あったと思います。これの数字の違いというか、

分かりますか。 

○三瀬財政課長補佐 

11 ページの資料、脱却プランのほうは事業費

が大きいんですけれども、国庫補助金とか一般財

源と市債も含んだ事業費ベースが集計されたもの

になります。本日の資料の財政調整基金の補填要

因のところは、補填する一般財源ベースで考えて

いく必要がございますので、事業費のところから、

一般財源がどれだけかかっているのかを抜き出し

たのが、本日の資料ということでそこの違いにな

っております。 

○河野委員 

そうすると今日の４ページの表でいうと、そん

なに歳入もあるし、歳出もそれ以下の金額で済ん

でおるということは、西予市にとっては、そんな

に持ち出しはなかったということでいいんですか。 

○三瀬財政課長補佐 

平成 30 年の災害の場合なんですけれども、国

からの交付税とか国からの支援っていうのは大体

年度末頃に入ってきて、遅れて入ってくるという

ことがございまして、大体７月、８月に補正組ん

だり専決組ませていただいたのですが、そのとき

は市の財政調整基金から一時的に取崩してという

経過があったと思います。その上で年間を通じて

なんですけれども、年間でかかった事業のうち、

ある程度特別交付税で補填をされてますので、平

成 30 年豪雨災害自体で一般財源を最終的に持ち

出したという認識は、そこまでは財政のほうは持

ってないところになります。ただ、見えないとこ

ろで、派遣職員で全国から短期職員が 2,000 人、

中長期職員が 30 人来ていただいたり、職員の時

間外勤務手当が億単位で行ったりしていますので、

見えない部分での経費の増加というのは、あった

のも事実かなというふうにはとらえております。 

○源委員長 

ほかにありましたらお願いします。 

○大森委員 

本当に初歩的なことなんですが、ページ３の財

政調整基金残高のことなんですが、だんだん減っ

て、令和７年度当初予算では 2.8 億円になったと、

だんだん減っていく間の対策というのはどのよう

なことをされたんでしょうか。対策とか減ってい

って 2.8 億円になってしまったということで、今

は緊急プランということで、３年間で 10 億円た

めましょうということで今一生懸命みんなで協議

をしてるわけですけども、この 2.8 億円になるま

での対策というか、それはどのようにされてきた

んでしょう。 

○三瀬財政課長補佐 

財政調整基金と申しますのは、臨時の財政出動

とかやむを得ないというところには使っていくと

いうことも大変大切なことでございますので、例

えば豪雨災害での持ち出しとか、コロナが起こっ

て緊急の経済対策での持ち出しとか、減ること自

体が悪いということではございませんので、一定

程度、特に令和２年、３年、４年あたりは、そう

いったところの推移を見ながら扱ってきたという

のも事実でございます。それらが落ちついた中で、

今回やはりここに着手をしていかなければならな

いんだろうというのが、今回の判断のあたりかな

というふうにとらえております。 

○源委員長 
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ほかありましたらお願いします。 

○大森委員 

当面３年間で財調を 10 億円に持っていくと、

緊急に使えるためにも 10 億円を目標に財調を持

っていくということで、今緊急プランで一生懸命

やられてるわけですけども、10 億円以下には、

これ以下には下げないということでの取組はなか

ったんでしょうか。財調が段々やっぱり減ってい

くので、残高はこれ以下はもう崩さないと、何が

起こるか分からないから崩さないというような判

断はなかったんでしょうか。 

○山住総務部長 

今の御質問でございますけれども、当然もうこ

こ４年ほど前から、非常に財政調整基金というか

概算要求時点で、最大 20 億円近く要求のほうの

歳入と歳出の要求の差が生じたこともございまし

た。それは今までも説明をしてきたこともあるん

ですけども、それぞれ各課が従来どおりの予算要

求をずっとし続けた、要するに改革の意識がそこ

までもなくて、今までどおりの予算をするような

流れが一定できてしまった。それを財政のほうで

の査定の中で、何とか少しそこを絞れないかとい

うことで、それをプランの７ページのほうに当初

予算推移表がありますけれども、ここの金額のよ

うに絞り込んでいきながら、基金からの充当を抑

えるように努力はしてきました。ただし、それを

やってもなお、先ほど申し上げた令和５年からは

起債も以前 40 億円ほど借りてたものを、さらに

今 30 億円切る状況まで持ってきたんですけども、

それでも、なかなかその事務事業を削ることが難

しい。そのために今回プランをこうやって立てて、

計画的に、本来西予市として身の丈に合った歳出

予算となるような取組をしていかないといけない

よということになったということです。決して今

まで何もしなかったわけではないんですけども、

ただ、これも以前から申しておりますけども、そ

こまでの危機感がなかなか内部で醸成出来なかっ

た、職員もそうですし、市民の皆さんも一部そう

なのかなというふうに私どもは考えておるんです

けども、それをこの際改めて本来あるべき姿にな

るように、みんなで協力して取り組んでいきまし

ょうというのが今回のプランの趣旨でございます。 

○大森委員 

私もよく分かってないんですが、ほかの基金が

ありますよね、財政調整基金は自由に使えるお金

で、ほかの名目で建てた基金っていうのは、その

基金をけっしてそのことだけに使わなければいけ

ないということではないということを私はちょっ

とお聞きしたことがあるんですけども、財調を

10 億円に持っていくということで、今緊急プラ

ンを一生懸命危機意識の改革ということでやられ

てますが、要望は要望で本当に住民から出てきた

要望であるし、勝ち取ってきた制度であったりも

しますから、いろんな制度があって、いろいろこ

う住民のために考えてこられた制度があると思う

んですけども、何て言うか財政調整基金をどうし

ても 10 億円に持っていかなきゃというその根拠

は何でしょうか。ほかにも基金があるので緊急の

場合はそれを使うとか、例えば豪雨だったら国か

ら補填がおりるとか、そういうこともあると思い

ます。なので、３年間でどうしてもこうやって削

る、余裕が出来たら財調に積み増していくという

ことで、というかその、、、 

○源委員長 

大森委員、さきほどの質疑と真逆のことを言わ

れています。 

○大森委員 

さっきの質問は何でこうやって途中で出来なか

ったんでしょうかということを聞きたいです。 

○源委員長 

今、大森委員が質問されたようなことがあって

出来なかったんだと私は思います。 

ただ基金の目的外使用の部分については、きっ

ちり説明していただいたほうがいいかなと思いま

す。 

○沖野財政課長 

基金の考え方でございますが、財政調整基金以

外にも基金がございます。基金につきましては言

われるとおり、それぞれ目的があって、将来こう

いったことに使う更新計画、そういったものもあ

ります。そういったために基金がございます。そ

の中でも、例えばもう既に目的を達成した基金で

ありますとか、あまり金額が大きくない基金につ

きましては、前回の第４回の特別委員会でもプラ

ンのほうに入ってましたが、そこは基金を集約し

て、いろんな政策に使える融通がきくような形に

今整理しているところでございます。その他の基

金についてはそういったことで改革を進めていく
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んですが、財政調整基金につきましては、これも

ずっと話が出ておりますが、災害等の時の対応と

なります。10 億円が最初の目標となっています

が、必ずしも 10 億円あれば大丈夫かということ

でもございませんで、うちとしては 30 億円、そ

の辺りを持っておきたい。といいますのが、これ

も以前に話がありましたが、平成 30 年豪雨災害

の時、一時的に 27 億円を使っております。この

基金があったので初動の対応が出来たということ

になりますので、災害につきましては、後ほど国

からお金が入ってきたり、先ほどの特別交付税と

かそういった補填はございますが、さし向きは、

市のほうのお金で対応しないとならないというこ

とですので、10 億円、ここはもう最低のライン

ということで、まず当面集中的に 10 億円を確保

する。その後もこれを少しずつ増やしていって

30 億円、そういったあたり貯金をしていきたい

というのが財政課の考えとなっております。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

それでは引き続きまして③番になります。 

基本方針３持続可能な行政運営に向けた組織 

・業務改革について説明願います。 

○沖野財政課長 

それでは資料が変わりまして、毎回使っており

ます財政危機脱却プラン 2025（原案）となりま

す。 

22 ページを御覧ください。 

本日は、下段の基本方針３持続可能な行政運営

に向けた組織・業務改革となります。 

最初に①組織・人員体制の適正化として取組項

目 37 番人事マネジメントの強化から取組項目

39 番人件費の抑制まで。続きまして、②生産性

の向上に向けた業務改革として、取組項目 40 番、

41 番。最後に③行政サービスのＤＸ化としまし

て、取組項目 42 番から 45 番まで、抜粋によりま

して概要説明をさせていただきます。 

資料の 42 ページをお開きください。Ｎｏ．

37 人事マネジメントの強化でございます。 

なお参考としまして、内部協議用の企画書を共

有させていただいておりますので、前のモニター

にも投影いたしておりますが、必要がございまし

たらあわせてお目通しください。 

それでは、取組項目 37 番人事マネジメントの

強化でございます。企画書のほうは、Ｎｏ．

109 からＮｏ．111 となります。 

本市は、類似団体と比較する中でも職員数が多

いため、定員管理計画に基づき、令和６年度から

10 年間で正職員 50 人削減による人件費抑制の取

組を進めております。今後、限られた職員数の中

で、住民サービスを維持・向上していくためには、

業務の効率化、優秀な人材の確保、働き方改革に

よる生産性の向上、適材適所の人員配置、公正な

評価制度の運用など、総合的な人事マネジメント

がより重要となってまいります。今回の取組とし

ましては、職員採用試験の応募者数が減少する中

で、優秀な人材の確保が重要となり、特に地元の

中学生・高校生世代に向けた職場紹介に力を入れ

るとともに、受験申込のデジタル化、若手職員と

の座談会、有料求人サイトの登録など、採用試験

の在り方を見直します。 

また本市では、過去に実施しておりました、早

期退職者勧奨制度の再開を検討しております。現

在、本市職員の年齢構成は、50 代前半の職員が

非常に多いいびつな状態となっております。この

ままでは、今後 10 年で、この世代の職員が一斉

に退職を迎えることになり、行政運営に大きな支

障をきたす可能性が懸念されております。このリ

スクを未然に防ぎ、持続可能な行政運営を維持す

るため、早期退職者勧奨制度を再開し、職員の新

陳代謝を促すことで、新規採用者の募集枠を拡大

し、組織の年齢構成を緩やかに適正化することに

つきましても検討しております。 

それでは下段のＮｏ．38 職員配置基準の適正

化でございます。企画書は、Ｎｏ．113 からＮｏ．

115 となります。 

消防団再編計画でございますが、合併以前の配

置方針が引き継がれてきた消防団の組織につきま

しては、合併 20 年が経過し、今後の人口減少社

会を見通した中で、詰所統合の方向性なども踏ま

えまして、再編計画を策定し、団員定数の削減を

図るものでございます。各方面隊の事情に応じて

段階的な削減となりますが、令和８年度からの実

施に向け、各方面隊で調整が進んでいる状況にあ

ります。消防団員報酬や消防団員の退職金の積立

などの面で、予算の削減見通しとなります。また、
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学校生活支援員は、発達上の課題や障がいを抱え

る児童生徒が、学校で安心して学び生活できるよ

うサポートする役割を担いますが、令和７年度で

45 名配置し予算の規模は 1 億 4000 万円弱となっ

ております。近隣自治体の中でも配置割合は高く、

配置要望の増加が顕著となっております。今回の

見直しでは、他自治体の事例も踏まえ、子どもへ

の配慮の考え方から学校への配置に変更します。

また、原則、医療機関の診断を必要としたり、

10 人以下の通常学級には配置しないなど、配置

基準を明確化し、交付税措置も踏まえた中で、一

定の計画的管理を行います。配置が必要な適応が

うまくいかない児童生徒を減少させるアウトリー

チ型の取組も進めることとしております。 

続いて 43 ページを御覧ください。Ｎｏ．39 人

件費の抑制でございます。 

令和７年度当初予算における人件費の予算は約

55 億円でございます。予算総額のおよそ６分の

１を占めており、物件費・扶助費・公債費などの

性質の中でも、人件費が最も高い割合となってお

ります。社会情勢の中で、近年の給与改定の伸び

が著しい状態にございます。８月上旬に国家公務

員に対します人事院勧告が出されましたが、月給

の平均で 3.62％、月約 1 万 5000 円の改定となり、

賞与も 0.05 月分引上げられ、4.65 月となりまし

た。今後、市も国・県の制度に準じて検討するこ

ととなりますが、実質的に市の歳入が増えない中

で、人件費の増加が億単位で続いておりまして、

先ほど申しましたが、10 年間で職員数 50 人の削

減の取組を行いましても、人件費は削減できない

状況にございます。そのような中で、昨年度から

時間外勤務手当 50％の削減を目指しまして、年

間約 4000 万円から 5000 万円の削減に取り組むも

のでございます。年度末の繁忙期を除いて、本庁

職員の残業場所は１階に集約するとともに、毎週

水曜日のノー残業デイの徹底のほか、特定の期間

においては、管理職が残業する職員に立ち会うな

どの取組によりまして、徹底した縮減に努めてお

ります。令和７年度におきましても、過去の同時

期を大きく下回る見通しで推移している状況にご

ざいます。そのような中でも、業務内容や時期に

よりましては、繁忙となる業務もありますので、

メリハリをつけた中で取組を進めております。な

お、職員給与カットにつきましては、先般の行政

報告会で内容を御説明させていただきましたが、

後ほど別途御説明させていただきます。 

以上、実施項目①組織・人員体制の適正化の説

明となります。 

○源委員長 

説明は以上となります。 

ただいまの件について質疑がある方は挙手の上

お願いします。 

○信宮委員 

人件費の抑制の検討、それから早期退職者の勧

奨の件にもつながるんですけれども、先日、人件

費の職員の給与３％カットすることについては、

もう、これは反対ですよという考えを述べさせて

もらって考えも変わってないんですけれども、先

ほど沖野課長から人勧の話があったんですが、今

国から 3.62％の勧告ということで、３％給与カ

ットすることよりも、人勧に従わないという選択

肢はなかったのかちょっとお伺いしたいと思いま

す。人勧に従わないということのほうが、３％カ

ットするよりもイメージ的にいいんではないか、

大体金額的には同じぐらいにはなるかと思うんで

すが、３％カットすることによって１億円を捻出

するということだったんですけども、人勧全て従

わないという選択肢、または一部何％か上げると

いうふうに１億円を捻出するような方法もできる

と思います。 

それから、絡めてですね、早期退職者の勧奨な

んですけれども、今後賃金もカットされる、早期

退職者の制度も出来たということになればですね、

やはりやめられる方がですね、かなり出てくる場

合も想定されると思います。やめられる方は、ほ

かに仕事もできて何でもできる方が、やめられる

と思います。言えば、優秀な職員からやめるので

はないかという危惧をしているんですけども、そ

の辺をどうお考えなのかお伺いしたいと思います。 

○三瀬財政課長補佐 

人事院勧告の給与の扱いについて、私のほうか

ら御説明させていただきます。人勧が出たときに

給料表、市の職員の給料表１級から何号級までの

給与表がございまして、それを改定するっていう

のが人勧の中身になっております。国が人勧で全

国の自治体を見た中で給料表をつくるのですが、

地域性、地域独自っていう考え方もありまして、

愛媛県は愛媛県のほうで独自の給料表をつくって
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おりますので、国の給料表と県の給料表と少しず

れてるんですけれども、それぞれの地域の実態に

合わせたという作りが必要になります。西予市は、

どちらに準拠しているのかといいますと、愛媛県

に準拠させていただいておりまして、愛媛県が事

業所とかそういったところを精査してつくった給

料表になります。給料表のベースがもう毎年こう

変わってるんですけれども、どこかで、今回は見

送るっていうことをやってしまいますと、次の改

定のときに、バランスがちょっととれなくなって

しまいまして、そこの調整が難しいという実態が

ございます。ですので人勧を上げるのかどうかと

いう議論は内部でもあるんですけれども、そこを

ちょっとさわってしまうと、次給与改定が来たと

きにバランスがとれなくなるのであれば、人勧を

反映したままに、何％か削減するという整理のほ

うが、将来、使っていきやすいという面はあろう

かなというふうには捉えております。 

○山住総務部長 

それでは私のほうから早期退職制度のことにつ

いて、説明させていただきます。この勧奨制度で

すけれども、資料にもございますけども、合併当

初平成 17 年から数年間退職の勧奨を実施したと

ころでございます。ただ、その当時は、職員数が

非常に多くて、その辺りの人的なところを集中改

革プランというので、適正な職員数に合わせなさ

いよという国の大きな指針の中で、そういう取組

をして、職員数の適正化を図ってきたという経緯

はございます。今回、取り組む内容については、

もちろんそれもあるんですけれども、まずは今後

の定年退職者の動向、増減の状況も見据えた中で、

できるだけ職員の階層ごとのバランスをとってい

く必要があるということで、比較的高年齢の職員

に今層が厚いというところを踏まえて、そこのバ

ランスをなるべく平準化するための方法としてこ

の勧奨制度を実施するというものでございます。

当然若手職員まで的を広げるかどうかという議論

はございますけども、その他については今後の課

題として、どのあたりから適用させるのかという

ことは、制度設計の中で議論をし固めていきたい

というふうに考えております。 

○信宮委員 

ありがとうございました。 

後ほどまた働き方のＤＸのことについても話が

あると思うんですけれども、ＤＸ化によって１人

当たりの働き、業務効率を上げる、また職員も減

らされる、そういうことになると１人当たりの仕

事量は、もうこれ以上に増えるんではないかと思

うんですけども、仕事が増える中で、賃金はカッ

トしますよという、もうそれが１番なかなかネッ

クになるんではないかと思うんですけれども、回

答は要りませんけども、何としても、人件費の抑

制は少し抑えていただきたいと思っております。 

○小玉委員 

人件費の抑制ですが、それ、人を減らします、

でも業務が減らなければ、どうしても残業ができ

るので、まず業務の整理をする。なるべく行政が

手出さなくていいようにもしていかないと、人だ

け減って、業務はだんだん増えて、現場に聞くと

毎年いろんな補助とか何とかって、人は減るけど

業務が増えるという声を聞いておりますんで、ま

ず業務の整理をして、人件を減らす、残業手当を

減らすのはそれ方向としては正しいんでしょうが、

現実は難しいんじゃないかと思いますがいかがで

しょうか。 

○山住総務部長 

今ほどの御質問ありがとうございます。まさし

く業務の整理というかその省力化・合理化という

ことをしないといけないと思っております。ただ、

そのためには、委員さんも少し触れられましたけ

ど、地域からのいろんな要望であるとかが出てき

ます。それを、今までは比較的それにこたえてき

たというのが実際でございます。ただ、それを全

部こたえるためにはお金も要りますし、当然人も

いるということになりますが、その辺りをいま１

度見直さないといけない時期に来ているというこ

とで、今回その業務改革も並行しております。た

だ、人が減るから仕事が増えるんじゃなくて、そ

こをカバーするのがＤＸ。そういったところを活

用してできるだけ合理化、効率化したような業務

にしていくことで人が減った分は、業務がそれほ

ど負担にならないようなことを取り組んでいくと、

今庁舎においてもキントーンというようなシステ

ムを使ってですね、いろいろ業務を省力化したり、

デジタル化することでいろんな手間を省く、そう

いったことで効率化を進めてきておるところです。

それらをさらに拡大して、市全体でもっと仕事を

しやすいような環境をつくっていく。後ほど出て
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きますけども、その働き方改革の中で、そういっ

たことが柔軟にできるような体制を、このＤＸを

活用しながらやっていきたいと、そして職員の負

担を減らす、市民の要望についても可能な範囲で

応えていきたいと考えております。 

○小玉委員 

人件費抑制で、それこそ人勧は適用するという

ことですよね。昇給もするいうことですよね。通

常の昇給も人勧も適用して、給与３％か１％カッ

トするという方向でよろしいんでしょうか。 

○山住総務部長 

その方針でございます。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

それでは、基本方針３の実施項目②になります。

生産性の向上に向けた業務改革について説明を願

います。 

○沖野財政課長 

資料、同じく 43 ページとなります。 

Ｎｏ．40 働き方改革による多様な勤務形態の

推進でございます。企画書のほうは、Ｎｏ．118、

Ｎｏ．119 でございます。 

2025 年、団塊の世代が全員 75 歳以上の後期高

齢者となりますことで、様々な社会的な支障が生

じる 2025 年問題が言われております。これまで

の育児や子育ての視点に加え、高齢者の介護や医

療を支える生活スタイルも増えることとなり、職

員のワークライフバランスをより重視しなければ

ならない時代となっております。そのようなワー

クライフバランスを重視するニーズが高まる中で、

どのような働き方が最も業務の生産性を向上させ

るのか検証し、デジタル化と連動した取組が必要

となります。限られた職員数の中で生産性を向上

し、住民サービスの維持や向上を図る視点が大切

となります。令和７年度中には、働き方改革のガ

イドラインとなるルールを作成し、家庭でのテレ

ワークや、支所や地域づくり活動センター等での

サテライト勤務に向けた勤務環境整備と、システ

ム的拡充の体制を整え、令和７年度中に施行に取

り組みます。また、さらにはフレックスタイムを

活用した週休３日制度を導入し、仕事と生活の好

循環の創出に取り組みます。 

続いて 44 ページを御覧ください。 

Ｎｏ．41 業務体制及び業務手法の見直しでご

ざいます。企画書はＮｏ．120 からＮｏ．122 と

なります。 

業務体制や業務手法を見直し、生産性の向上を

図るとともに、市民サービスの拡充につなげ、利

便性の向上の視点も必要となります。まずは窓口

業務のうち、自宅でのオンライン申請ができる体

制を拡充するとともに、事前予約制の導入を検討

いたします。また、毎年度１月に発送しておりま

す口座振替通知書の活用目的がそぐわないため、

令和７年度分で廃止することといたします。また、

各課での会計処理伝票において、電子決裁制度の

中で従来のマニュアルを見直し、時代に即した方

法での取組を行います。 

以上で、実施項目②生産性の向上に向けた業務

改革の説明となります。 

○源委員長 

説明は以上となります。 

ただいまの件について質疑がある方は挙手の上

お願いします。 

○信宮委員 

Ｎｏ．112 口座振替通知書の廃止ということだ

ったんですけども、これ毎年紙で送られてきて、

税金とか納めるんですけども、これを廃止した場

合に、具体的にどういった方法で通知をしてもら

うのか教えていただけますか。 

○三瀬財政課長補佐 

税務課関係から口座振替したものが多分１月に

入ったら、確定申告用にとかいう形で、年に１回

届いていたような書類があろうかと思います。実

際はそれらは通帳開いて見ていただきますと、通

帳に記載されておりまして、ある程度把握を皆さ

んされているのじゃないかという実態がまず一つ

あったところでございます。そのような中で業務

改革の一つとして、廃止をしてはどうかという取

組をしており、証明がどうして申告とかで必要な

のだという方がもし来庁された場合には、その辺

りの証明はお出しするようなお話でございました。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

それでは、続きまして基本方針３の最後となり

ます。 

実施項目③行政サービスのＤＸ化についての説

明をお願いします。 

○沖野財政課長 
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続きまして、実施項目３行政サービスのＤＸ化

となります。 

Ｎｏ．42ＤＸ技術を活用した業務効率化となり

ます。企画書は、Ｎｏ．123 からＮｏ．126 とな

ります。 

行政手続のデジタル化による成果が住民サービ

スの向上に還元されていることがあるべき姿とな

りますが、行政手続のデジタル化を実現するハー

ド面の環境はあるものの、全庁各課を横断的に推

進する体制及び職員のデジタル化に対する意識改

革が不十分で、デジタル化の進展が停滞している

状況にございます。 

まずは、これまでのデジタル化による検証・分

析を令和７年度中に実施するとともに、庁内の業

務でキントーンを活用して、独自で作成できるシ

ステムの割合を 50％まで引き上げるものでござ

います。 

また本年度、総合計画の策定準備に当たりまし

て、デジタル化を導入した市民アンケートを実施

いたしましたが、導入による検証を行った上で、

全庁的な横展開に努めてまいりたいと考えており

ます。さらに、介護保険の制度におきまして、介

護認定審査会支援システムを導入し、審査業務の

簡略化に努めることといたしております。 

続いて 45 ページでございます。 

Ｎｏ．43 契約事務デジタル化の推進でござい

ます。企画書はＮｏ．127 となります。 

事業者と市の契約書は、１契約ごとに手作業に

よる紙ベースを３部製本しまして、膨大な事務負

担と慢性的な保管場所の不足が課題となっており

ます。令和７年度中に契約事務をデジタル化する

ことで、事務の効率化及び来庁しなくても契約事

務を行うことができ、事業者、市の双方の負担軽

減を図ることに取り組みます。 

続いて、Ｎｏ．44 デジタル化による情報発信

の推進でございます。企画書は、Ｎｏ．128、Ｎ

ｏ．129 となります。 

広報「せいよ」につきましては、議会だよりと

の集約について御相談をさせていただいていると

ころでございます。また、コスモキャストにつき

ましては、ランニングコストが高く、導入件数が

伸びていないこともあり、令和７年度末で廃止し、

みんなの防災アプリに移行することといたしてお

ります。さらに、職員参集メールのＳｐｅｅＣＡ

Ｎ ＲＡＩＤＥＮについては、災害時に使用して

おります防災行政無線、ＬＩＮＥ、フェイスブッ

ク、ホームページ、防災アプリに一斉配信できる

システムを構築いたします。 

続いて 46 ページを御覧ください。 

最後となりますが、Ｎｏ．45 公金キャッシュ

レス決済の推進でございます。 

キャッシュレス決済の推進を図ることとしまし

て、納付書にＱＲコードを印字し、電子マネーで

支払いができる体制を令和８年９月から導入でき

るよう準備を進めます。高齢化が進んでおります

が、市民サービスのデジタル化の視点は必要では

ないかと考えており、どのように普及させていく

のか、その方策とあわせて取り組んでまいります。 

以上、実施項目③行政サービスのＤＸ化の説明

となります。 

○源委員長 

説明は以上となります。 

質疑がある方は挙手の上お願いします。 

○中村副委員長 

非常に単純な質問なんですけど、ＤＸ化を推進

するというのは国の施策にも伴う方針なので、そ

れは間違いがないだろうと思うんだけれども、今

回の財政危機脱却プランにおいて、ＤＸ化するこ

とによってどのぐらいの削減効果があるのかとい

うのがいまいち読めないというか、本来ＤＸとい

うのは、職員の負担を軽減するサポート役という

かヘルプ役のような、私はイメージを持っていま

して、人に置き換えてＤＸがやるのだというのは

ちょっと違うんではないかと。昨今のシステム更

新なんか予算見てると、こんなにいるのかみたい

な高額な更新料がかかったりする。それは、正直

疑問に思うところがあるんですがどうなんでしょ

う。 

○三瀬財政課長補佐 

御意見をいただいたとおりでありまして、近年

の情報システム電算費用というのは、以前にもお

話ししておりましたが、一応３億円以上一般財源

が生じて年々増加傾向にあると。それは、やはり

パソコンとか保守料とかリース料とかそういった

ところが物価高騰の影響やら、特にあのあたりの

製品は為替の影響を受ける部分もありまして、費

用が上がっていくという状況にございます。 

西予市としましても過去にオフィス改革という
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取組をやってまいりましたが、その中で、かなり

のＤＸ化ということでいろいろなシステムとか、

そういったところを入れてきたという実績がござ

います。その中で恐らく今回改革をやるに当たっ

ては、その辺りのところが適当なのかということ

で市民の方からも御意見を受ける可能性があるの

で、今までやってきたことをまず検証からやって、

有効なものはどれなのか、有効じゃないものはも

うやめてしまうとか、そういったところを踏まえ

て、今回見直しということを取り組んでください

とデジタル推進課と話をしていまして、今年度そ

ういった検証とか分析をしてみるという取組を進

めているところでございますので、その結果を踏

まえながら、うちの身の丈に合った規模で、デジ

タル化もやっていく必要があるととらえておりま

す。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

○二宮委員 

公金のキャッシュレス化ですけれども、手数料

が発生するとか以前に説明もあったんですけども、

そういう逆に費用が増加するということはないん

でしょうか。 

○沖野財政課長 

キャッシュレス化につきまして件数当たりの負

担金といいますか、そういったものは発生いたし

ます。ただ一方で、まだ現実となっておりません

が、納付書での銀行とかでの支払いに対して、金

融機関が手数料を取るという話も出ており、すぐ

にということではないですが、そういった話も出

ておりますので、そちらのほうが手数料かかるよ

うになると、キャッシュレス化を進めたほうが有

利ということもございますので、これを進めてい

きたいと考えております。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

○信宮委員 

今の質問の関連なんですけど、企画書３－３の

14 ページに、今後の納付書による手数料有料化

とキャッシュレス決済導入の比較表というのがあ

るんですけど、スマホ決済手数料で単価が 55 円

ということなんですが、これは金額にかかわらず、

１件当たり 55 円の手数料が要るということなん

でしょうか。またその下の、先ほど言いました

330 円、現金納付される場合に、これは現在では

取られてないけど、今後取られる可能性があると

いうことで、それを比較したら、現金納付するよ

りも、スマホ決済手数料のほうが、かなり安くな

るよという理解でよろしいでしょうか。 

○沖野財政課長 

まずスマホ決済手数料はこれ 1 件当たりという

ことで金額かかわらずということになろうかと思

います。その下のこれは、今はないですが金融機

関への手数料も、金額にかかわらず、１件当たり

という今の段階でお話でありますが、まだここは

実現しておりませんので、もうあくまでも仮定で

の比較ということにはなります。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

ちょっと１点私のほうから。プランのＮｏ．

44 のところ、デジタル化による情報発信の推進

で、いわゆる議会だよりの件が取上げられており

ます。この議会だよりは、一応このプランの中で、

行政サイドのほうから提案をいただいたという形

なんですが、どのように取り扱えばいいのかって

いうことに関してですね、明日、議会運営委員会

が開催されますので、その中で、私のほうから特

別委員会の中でこういう説明があったということ

を、まず議会運営委員会の中に御報告申し上げ、

それから取扱いについて協議いただきたいなとい

うふうに考えておりますので、以上のような内容

で取扱いさせていただいてよろしいでしょうか。 

全議員に関わることですので、一度、議長を含め

議会運営委員会のほうで協議をいただきたいと思

いますので、よろしく御理解いただければと思い

ます。 

〔異議を唱える者なし〕 

○源委員長 

ほか質問ありましたらお願いします。 

それではないようでしたら、ちょっと時間来ま

したのでここで、暫時休憩したいと思います。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時９分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 20 分） 

それでは、（１）の④番人件費抑制について説

明を願います。 

○山住総務部長 
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それでは人件費の抑制、人件費といいますか駐

車場の使用料も含めてとなりますけども、資料に

つきましては６ページを御覧いただきたいと思い

ます。 

この資料は７月の行政報告会でも御説明をさせ

ていただきました資料と内容的には一緒でござい

ます。職員給料についてカットを行うということ

で、今こちらから職員側、組合に提案をしておる

のが、正職員で本俸の３％カット、会計年度任用

職員で１％カットというものでございます。期間

については、令和８年度から令和 10 年度の３年

間ということで、削減の一応見込額については、

正職員分で約 9,000 万円、会計年度で約 1,000 万

円合計１億円程度の見込みを立てております。そ

の辺りにつきましては、次のページに試算をした

ものを掲載いたしております。これはあくまでも

試算ですので、細かくは期末勤勉手当においては、

成績率、そういった人事評価を加味したもの等も

ありますので、正しい数字ではございませんけれ

ども、おおむねこういう３％もしくは１％カット

すれば、こういうような効果があるというもので

ございます。 

これらについては現在組合に上げて、これまで

２回職員組合との協議を行ってきております。そ

の上で一昨日とその前と職員に対し財政の研修会

を行っております。これは、職員組合側からも今

回の給与カットの必要がどの程度あるのかについ

て、財政的なところをしっかりと理解したいとい

うような要望もございまして、財政課の担当が今

回お示しをしておりますプランの前編部分、こち

らのほうの解説を行っております。その内容につ

いてまず、財政課から研修会の状況、またそうい

ったところについて、御説明させていただきたい

と思います。 

○三瀬財政課長補佐 

前のモニターに写真を映させていただいており

ますが、こちらが研修会の写真になります。

18 日、19 日の両日行いましてコマ数で３コマに

なります。出先施設もオンラインでつなぎまして、

例えば給食センターの会計年度とか保育所にお勤

めの方とか、それぞれ支所もつないで消防職もつ

なぎました。延べの参加人数は 600 人というよう

な状況になっております。財政課からは、三つ大

きな柱でお話ししたんですけど、まず一つは、こ

のまま何もしないと、改革しなければどうなって

しまうのかっていうようなところのお話をさせて

いただいたのと、それから、１番職員が疑問に持

っている、なぜ市の財政状況は悪化したのか、ど

こに課題があって何が反省点なのか、そこをお話

させていただきました。 

続いて、その課題を見つけた中で、今後どのよ

うにして立て直していくべきなのかということで

70 分、80 分ぐらいお話しさせていただいたとい

うふうな状況になっております。印象として、質

問もいくつかは出てきたんですけれども、そんな

には出なかったんですが、何でこうなったんだっ

ていうような否定的な意見っていうのはなくて、

こんなに悪くなっているのを実際知らなかったと

かそういった御意見もございましたし、これを市

民の方にお伝えしていくのは、このプランの冊子

じゃ難しいので、市民の方に伝わるかなっていう

御心配もいただいたりもございましたし、そうい

ったところをいかしながら取り組んでいかないと

いけないかなというふうに考えております。 

今後ですね、これを受けまして、今ウェブ申請

によるアンケートを全職員対象、会計年度も含め

て出先施設も含めて取り組んでおりますんで、ア

ンケートの内容の中には、いろんな改革が必要と

かそういう項目もあるんですけど、項目の一つの

中に、給与カットについてどう思いますかという

のがありまして「必要だと思う」、「財政状況を

踏まえればやむを得ないので必要だと思う」、

「必要ない」というところでの選択肢を設けてお

ります。 

それから、もう一つは、給与のカットの幅なん

ですけれども、全員一律のほうがいいのか、それ

とも、ある程度役職に応じて傾斜をかけたほうが

いいのかっていう欄を作ったり、その他という欄

もございますけれども、そういった形で、職員全

体にアンケートを行いまして、来週 26 日ぐらい

が締切りになっておりますが、その結果について

はまた職員向けに公表をして、その後の職員組合

との調整に再度入っていくというような流れにな

っております。 

財政課の狙いとしましては、やっぱり危機意識、

意識改革というのが 10 年前から弱い部分があり

まして、そこは職員、自分たちも反省しなければ

ならないし、課題があったということで、正しく
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危機意識を持ちましょうっていうところをしっか

りとお伝えしたつもりでございますので、それを

受けて職員の皆様の反応がどうかというところな

んですけれども、数字はまたいずれ出ますが、恐

らく前向きというか、こうなって納得はしてない

んかもしれませんが、もうこういう状況だとやむ

を得ないのかなっていうふうに理解している職員

が、かなり多く出てきているのではないかなとい

うふうな雰囲気で捉えているところではございま

す。現状、研修会の様子でございます。 

○山住総務部長  

今ほど三瀬補佐から説明がございましたけれど

も、研修会を通して職員もその市の財政状況を、

これまでに至った要因、そういったところについ

て、ある程度の共有は出来たのかなというふうに

思っておりますし、それらに対しては、冷静にま

た客観的にある程度これも認識をいただけたかな

と思っております。先ほどありましたアンケート

を実施いたしまして、それを踏まえて９月初旬に

なろうかと思いますけども、具体的に組合との団

体交渉に入る予定でございます。こういった問題

は長く引っ張るとなかなか結論が見いだせないと

ころもございますので、できるだけ早期に相互が

納得する形での妥結を目指していきたいというふ

うに考えております。あくまでも人件費抑制につ

いての、現在の進捗状況についての御報告とさせ

ていただきます。 

○源委員長 

説明は以上となります。 

質疑ある方は挙手の上お願いします。 

○小玉委員 

副市長が、若い人がおらんようになるぞ、募集

がなくなるという御批判もあるので、入庁５年ぐ

らいの方は対象にしないという提案も考えとると

か、したとかいうのを聞いたんですがどうなんで

しょう。 

○山住総務部長 

それについては先ほど三瀬補佐の説明、いわゆ

る傾斜ですよね、役職等に応じた形でのパーセン

トを変えていく中で、若手職員をゼロにするとい

うか、適用除外にするという考え方もあろうかと

思います。ただ、今回のこのプランの実行という

か、今回の財政改革というのは、職員全員が取り

組まないといけないことであって、責任の度合い

は当然傾斜の中で考えていくとしても、少なくと

も職員全員がこれに取り組んでいく、将来に向け

てこういう改革に取り組んでいくという意識改革

を持つためには、基本的には全員があるべきでは

ないかなと。これは私見も入りますけれども、そ

う考えます。またその辺りについて組合との交渉

の中で、その取扱いについては決定されるものと

考えております。 

○源委員長 

ほかありましたら。 

○信宮委員 

先ほどから給与カットのことについては、意見

言わせてもらっておりますんで詳しいことは言い

ませんけれども、この６ページの個人影響額とい

うことを出されておると思うんですけれども、こ

れは１年間で部長級等、それぞれ影響額はどれぐ

らいあるかということ出されておるんですが、退

職金にも影響があると思うんですけれども、その

辺りの試算はされとるんでしょうか。 

○山住総務部長 

退職金につきましては、給料月額の表に基づい

た金額になりますので、退職金への影響はほぼな

いものかと考えております。一方年金についても、

どうしても報酬月額の関係が出てきますので、こ

ちらのほうも若干は影響があるかと思いますけど

も、トータルで考えると大きな影響はないという

ふうに考えております。 

○大森委員 

議員説明会のときに、市長、副市長、教育長の

給与のことについての言及はされたんでしょうか。 

○山住総務部長 

今回の説明会は財政の状況についての説明とい

うことでそういった給与カット、いわゆる組合と

現在交渉している内容についての議論する場では

ないので、あくまでも市の財政について、これま

での経緯についての説明ということでやっており

ます。したがいまして、今ほど委員さん言われた

ような、理事者の給与についての言及はございま

せん。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

私のほうから１点ちょっと確認をさせていただ
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いてよろしいでしょうか。人件費の改定というと

ころで、今後条例改正が必要になるんじゃないか

というふうに考えるんですが、いつかということ

は置いといて、いわゆる職員給与について、どの

ような形で議案として出てくるのかどうか、その

辺りについて説明をしていただければと思います。 

○山住総務部長 

当然職員給与に関する部分は条例事項になりま

すので、条例改正等が必要になってくるかと思い

ます。ただその手法については、今回人事院勧告

がございまして、先ほども説明ありましたけども、

当市も愛媛県の人事委員会に準じた形での改定は

行う、それに伴った条例改正も行う予定としてい

ます。これは例年 12 月に行うものです。手法と

しては、給与条例の中の附則の部分で、今回のい

わゆる給与カット実施となった場合は、そこでう

たうという方法もございますし、あえて別出しで

特例に関する条例、職員給与のですね、そういっ

た手法も出来なくはないです。その辺りについて

は技術的なところも含めて今後検討させていただ

きたいと思います。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

もう１点構いませんでしょうか。 

原井川課長へお尋ねしたいんですけど、有識者

会議から答申が出されると説明を前回いただいた

かと思います。その有識者会議からの答申の中で、

この人件費に関する部分というのは、あくまで危

機脱却プランとは別枠になると思うんですけれど

も、その辺りについては触れられるのかどうか、

ちょっとその辺り分かりましたら御説明願えれば

と思います。 

○原井川政策推進課長 

人件費の抑制についてということでは、特にな

いというわけではないんですけども、ただプラン

の中には入っていますので、このことについても

説明をさせていただいて、協議、御意見もいただ

きましたので、何らかの形で触れるということは

あるのかなというふうに思っておりますが、最終

的には８月 29 日の中で、有識者会議委員の皆様

に御判断というか、決定いただくものと思ってお

ります。 

○源委員長 

ありがとうございました。 

ほかありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

よろしいでしょうか。 

それでは、以上で質疑を終結としまして（２）

その他の部分に入りたいと思います。 

①法人市民税の改正について説明を願います。 

○山住総務部長 

資料は９ページになります。 

当市におきましては、法人市民税でございます

が、合併のときから基本的に町の基準を適用して

おります。いわゆる標準税率をそのまま今現在も

運用をしてきたという状況でございます。資料を

御覧いただいたらと思いますけれども、県内のま

ず法人税割ですよね、１番右の欄になりますけど

も、県内の各市におきましては、これ 8.4％とい

うのは制限税率といいます。そこまでは法人税の

上げることが出来ますよというような法律上の上

限が定められておりまして、全国でもこの標準税

率かもしくは制限税率を活用いたしております。

本県におきましても、当市以外は全て制限税率

8.4％を適用しております。 

また、均等割の分ですけども、こちらのほうに

つきましても、これは市の中でもいわゆる標準の

割合を使ってる部分もございますけども、多くの

市においては、そちらも上限の割合を適用してい

るという状況となっております。今回このプラン

の策定の際に、合併時からのいろいろな制度の中

で、本来市としてあるべき姿というところを考え

た際に、この法人市民税の税率についても、今回

見直すべきではないかということで、今内部で検

討しているところです。まだこれはプランにも載

せておりませんし、別枠での検討事項ということ

で今回はお示しをさせていただきまして、各委員

さんからもこれらについての御意見等をいただい

た上で、市として、この税率改定に踏み切るかど

うかの判断をさせていただきたいということで、

今回資料のほうを提供させていただいたものでご

ざいます。 

○源委員長 

説明は以上となります。 

この件について質疑がある方は挙手の上願いま
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す。 

○小玉委員 

ちぬやは固定資産で５年間免除になっておりま

したよね、もう５年過ぎましたでしょうか。今年

であれかな。 

○山住総務部長 

申し訳ありません、ちょっとはっきりしたこと

を申し上げられなくて。もう今年度からか来年度

からということになってると思います。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

○信宮委員 

今回検討されている法人市民税の改正を行った

場合に、どれだけの収入の増になるのか、お伺い

したいと思います。 

○山住総務部長 

今回制限税率に改定することで、令和７年度の

予算ベースで見ますと約 4000 万円強の増収にな

るというふうに見込んでおります。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

そしたら１点、先ほど総務部長から約 4000 万

円増収になる見込みとの説明ありましたが、いわ

ゆる影響を受ける市内企業の数っていうのはどの

程度あるのかという、当然額が出ているというこ

とは分析されてると思いますんで教えていただけ

ればと思います。 

○山住総務部長 

これも令和７年度の予算ベースでございます。

今現在ですけれども、今回適用される法人数につ

きましては、全社で 781 社ございます。当然、均

等割については１号法人から９号法人までござい

ます。市におきましては１番低いというか税額が

低い１号法人が 781 社中 543 社ということで、こ

こが１番多いという状況でございます。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

それでは質疑を終結といたします。 

最後に、本日説明等がございました案件につい

て、総括質疑の場を設けたいと思います。 

今日説明ありました内容について、質疑がある

方は挙手の上お願いします。 

○大森委員 

市民の要望についてはできる限り応えていくと

いうふうに、山住部長がお答えいただきましたが、

そこについては本当に取捨選択で、要望はしっか

りと受け止めていただき、これからも要望をしっ

かりと受け止めて、職員一同受け止めてもらえる

ということでよろしいでしょうか。 

○山住総務部長 

まさしくそういう市民の要望について、真摯に

対応しないといけないと思いますが、当然それを

実施するための必要性、時期、将来性、そういっ

たことを含めた形での判断をさせていただくこと

になります。以前よりもその辺りはしっかりと精

査した上での対応をしていかなければ、従来と同

じようなことは出来ないと考えております。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

○大森委員 

いろいろとプランを聞かせていただきましたが、

西予市の独自性というものも勘案を、数字だけで

はなくて、過疎化の進む西予市だからということ

の勘案も入れての取組としていただきたいと思い

ます。 

○源委員長 

ほか質疑がありましたらお願いします。 

○中村副委員長 

先ほどの河野委員からの豪雨に関わる財調の取

崩しについて、特別交付税措置で年度末に還元さ

れるというお話があったかと思います。取崩した

財調を豪雨に関しては特別交付税が入ったから、

財調に戻す、繰り入れるというふうにすると、そ

こについてはダメージがなくて減らなかったのか

なというふうに理解しますけれども、そうすると

48 億円が 2.8 億円まで減った原因は豪雨は関係

ないのだということになるのだろうか。 

○山住総務部長 

影響が少なかったというだけで影響がなかった

わけでございません。特交措置されてるもの全額

が特交措置されてるわけではなくて、その一部は

確かに特別交付税で、国からそういった補填をい
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ただきましたけれども、実際市のほうが持ち出さ

なければならない一般財源もございますので、影

響がゼロというわけではなく数億円は当然少なく

ともあります。具体的な数字はちょっとつかみ切

れてないとこあるんですけども申し訳ないんです

が。 

○大森委員 

国からの交付税がおりてきたというふうには聞

いとるんですが、コロナに対しても、どうなんで

しょうか、コロナでのこれまでかかった財政的な

ことに対して国からもしっかりとそれは補填をさ

れているわけでしょう。 

○三瀬財政課長補佐 

コロナの感染症対応につきましては、その交付

金っていうのが特交とかではなくて交付金という

のが基本的におりてきておりますんで、それを西

予市で使うように事業を展開していくのですけれ

ども、そのときに一定程度一般財源をプラスさせ

ていただきまして、事業展開をしているという状

況でございますので、国の交付金で全て賄えてい

るということではない状況でございます。 

○二宮委員 

ちょっと２点。給与カットの件で、３年間とい

うことですけども、３年後達成できればいいんで

すけども、そうじゃない、まだ財政的に悪化して

いるというふうな状況のときに、それ以上の３年

以上引き延ばすということはないのかというのが

１点と、素人考えですけども、１年という期限に

して職員の皆さんにもいろんな努力をしていただ

いて、悪かったらまたもう１年というふうな中の

最長３年というふうにしたほうが何かモチベーシ

ョンが上がるんじゃないかという、これ僕の素人

考えなんですけど、そういう点はいかがでしょう

か。 

○山住総務部長 

３年後どうなるかは確かにその時点の、あくま

でこのプランの目標はいわゆる当初予算の財調繰

入れを３億円以内で、期首の財調の残高 10 億円、

これが大きな第１段階の目標でございます。その

達成をするための一助として、意識改革が必要と

いうことで職員にも一部負担といいますか、お願

いをするということにしております。そういった

ことについて、今現在においては、３年後どうな

るかというところがまだ見通せませんので、この

段階でちょっとどうなるかというのは、ただその

ときの状況によっては、継続もしくは継続はしな

いけれど、それ以外のところでの改革をさらに推

し進めていかなければならなくなるといったこと

はあると思います。 

その上で先ほど１年ごとに考えてはどうかとい

うのをその辺りについても、今後取組の中で見通

すものができれば、場合によっては今回のカット

について、段階的な縮減をしたり、廃止すること

も場合によっては可能かと思いますが、今の状況

ではそこまで一遍に好転することも、よほどのこ

とがなければ難しいのではないかという印象でご

ざいます。 

○二宮委員 

多分そうだろうっていう予想はしておりました

が、例えば１年じゃなくても２年やってみた段階

で、先ほど言われた削減のパーセントが変わりま

すよとかね、そういうふうなことも視野に入れた

説明すると、先ほど言った職員の人がモチベーシ

ョンを上げていただいて、それぞれがやっぱもう

ちょっと努力をしていただけることが、市民から

したら１番必要と思われるんじゃないかなと思い

ますんで、そういう点また今後御検討いただいた

らと思います。 

○山住総務部長 

その辺り職員のモチベーションというところも

当然影響してまいりますので、十分そういったと

ころも配慮しながら今後の取組を進めていきたい

と思いますし、それも含めて組合との交渉の中で、

組合側、職員側においてもやはりともに頑張って

いかなければならないという、そういった意識に

向けるように努めていきたいと思います。 

○源委員長 

よろしいですかね。 

○大森委員 

職員の意識改革を非常に１番大事にとらえてお

られるのがちょっとどうかなと、私は思うんです

けども、病院の経営ですよね、公設民営化になっ

て３年間は赤字補填をしなければならないとか、

いろいろな契約上の取組がありますけども、それ

も非常に財政、これから３年間は赤字補填をしな

ければならないとなっていることとか、そのこと

が非常に大きな負担となっているということもあ

りますか。 
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○山住総務部長 

資料の４ページで先ほども説明をしたかと思う

んですけども、繰出金ですよね、10 年前は一般

財源の繰出しなかったものがここ数年３億円、令

和６年度の実質赤字を含めば５億円、６億円ぐら

いを繰出さざるを得ないような状況になっていた

と。そこを新しく改善するために指定管理者制度

に移行することで、そういったところの経営改善

が図られるということで、ただいっぺんによくな

るわけではないので、一定期間は市のほうも支援

をしていきますよ、ただそれは３年である何年か

の間に軌道に乗せていって、自主運営といいます

か、健全な経営ができるような体制に持っていっ

ていただくということで、現在の取組を進めてい

るところであります。 

○大森委員 

職員の意識改革を第一に上げることについて私

はちょっと疑問に思います。 

○山住総務部長 

逆質問で申し訳ないんですが、意識改革を求め

ることができないってのは、どういった理由でご

ざいましょうか。 

○大森委員 

今までの、なぜこのようなことになったのかと

いうのが全てではないですけども、これからは職

員の意識改革をしていかなければならないという

ような、主にそういう御説明だったように私は受

け取ったんですが、これからも意識改革をしてい

かなきゃならないというところで、職員に非常に

職務頑張ってくれということで受け取ったんです

が、今までの財政のどこに問題があったのかとい

うところはもうちょっと、そうですね、職員に責

任があるのではないということをちょっと言いた

かったんです。改革をしなければならないという

ところで、職員に責任があったのではないという

ところをちょっと言いたかったということです。 

○二宮委員 

意識改革は職員の意識改革で、先ほど三瀬補佐

が説明されたときに、職員の皆さんもこれほどだ

ったのかという思いがあったということで、やっ

ぱもう一度自分の周り、仕事、業務の周りででき

ることはないかという、そういう努力をしていた

だきたいなという思いであって、今大森委員が思

ってるのとちょっと違うということだけ言わして

ください。 

○源委員長 

職員に全責任という話ではなくて、これは行政、

当然それを認めてきた議会、それに甘んじてきた

という表現おかしいですが、やっぱり合併後なか

なか変わっていかなかったっていうことは、これ

はもう等しく原因がある、大きな責任というのは

置いときましょう。ただ、職員に全て責任がある

という言い方は全く誰もされてないと思いますの

で、それについては、誤解があるかなと思います

ので。 

ほかありましたらお願いします。 

○信宮委員 

先ほど二宮委員が言われたことに基本的に考え

には私も同じなんですけれども、二宮委員は人件

費の抑制という点でまず１年間やってみてという

ことだったんですが、私が考えるのは全くちょっ

と逆でしてね、とにかく財政改革１年間やってみ

て、例えば金額ベースでこの目標を立ててその目

標が１年間出来なかった場合には、給与カットも

やむを得ませんよというふうにしたほうが、職員

はモチベーションが上がって何とか業務改革も推

し進めてもらえるんじゃないかと思っております。

意見です。 

○三瀬財政課長補佐 

冒頭御説明させていただきました資料になりま

す。例年、概算要求時点の時には令和５年度です

と 25 億円出てまして、このとき大変厳しい予算

査定をさせていただきました。ほぼ一方的にとい

うことがあった時期がございまして、その効果も

あって、令和６年度、令和７年度とちょっと落ち

ついて 15 億円ぐらいの財源不足で済んでおりま

した。今回改革プランを皆さんに入れていただい

て令和８年度に反映する分だけになりますけども、

出てきた数字が８億円の財源不足というところに

なっています。これをマイナスの３億円よりは小

さくしたいというところへ、今後予算査定の中で

絞り込みをかけていくんですけれども、ただ、あ

る程度改革プランは反映していますし、職員もや

はりいろいろ意識も変わってきて、無駄な予算と

か、改修でここは待てるんじゃないかとか、そう

いった予算は入れてないという状況もございます

ので、ここからの絞り込みというのが、例年のよ

うに恐らく進まないだろうという見通しを立てて
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います。ですので、マイナス 8.1 億円がマイナス

５億円、４億円、３億円ってどこら辺までいくか

なっていうような認識で、１とかゼロとかってい

うとこには恐らく難しいだろうなと思ってますが、

やはり財政としては早く貯金ができる体質に行き

たいので、とにかくマイナス３億円っていうとこ

ろまではいきたいと。そこにやはり力が足りなく

て、職員の皆さんの力が借りられないかというの

が一つにはなっているところでございます。その

辺りの説明も職員説明会の中ではさせていただき、

お伝えさせていただいております。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

○中村副委員長 

給与カットについては、市民感情といいますか、

西予市民の皆さんが職員に対してどう考えている

のかということも、少しあろうかなと思います。

そんな給与カットはかわいそうじゃないか、もう

ちょっと頑張ってもらったら何とかなるんじゃな

いかという声もあろうかと思うんですよ。職員の

皆さんが自制心を持ってやるということとは別に、

住民の皆さんがどうとらえているかということは、

どのようにつかんでおられるんでしょう。 

○山住総務部長 

正直こういうことをすることに対して、市民の

方からの御意見、当然まだこれ内部的に取り組ん

でいるところですので、外部に正式に出したもの

ではないので、そういった意見を取るわけではな

いんですけども、当初給与カットも含めた取組の

中で、どうしても市民の皆さんに、かなりの御負

担とか御不便をかけるような内容も含まれていま

す。これもずっと言ってきていることですけども、

市民も団体も事業者も全員に影響することであれ

ば、等しく職員も共に取り組まなければならない

のではないか、一丸となるための意識等を作る、

醸成するためにはこういったことで取り組んでい

きたいというところに着眼ありますんで、そこに

ついては市民の方も、同じような考え方といいま

すか、カットは仕方がないねということを理解し

てもらうためにも、必要なことではなかろうかな

と思っております。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 58 分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 59 分） 

それでは第３回から第５回の委員会のほうが終

了いたしまして、今後は、当特別委員会の中間報

告取りまとめについて動いていきたいと思います。 

一昨日の第４回及び本日の第５回の特別委員会

の中間報告用の取りまとめについては、正副委員

長、事務局で調整した上で特別委員会の中間報告

用というような形で皆さんのほうに御提示したい

と思いますのでよろしくお願いいたします。早く

ても来週半ば、１週間程度時間をいただければと

思いますのでよろしくお願いします。 

最終的に９月５日の本会議において、中間報告

する予定にしておりますが、その内容についても、

いま１度、第６回特別委員会を開催した上で、最

終的に決定をしたいと思います。中間報告の案に

ついては、正副特別委員会委員長と事務局におい

て作成し、まず皆さんのほうに御提示した上で、

第６回特別委員会において協議決定いただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。構わ

なければ、次回特別委員会の日程を決めておきた

いのですが、よろしいでしょうか。先ほどもあり

ましたとおり８月 29 日に有識者会議からの答申

が提出される予定となっておりますので、それ以

降というところで、９月１日が本会議ですが、こ

の日は決算特別委員会も予定されておりますし、

議会の在り方の特別委員会も開催予定というふう

に聞いておりますので、ちょっと時間的に厳しい

かと思われます。申し訳ないんですが私９月２日

どうしても外せない用があるんで、３日か４日い

ずれかに開催したいと思うんですが、委員の皆様

御予定等よろしいですかね。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時１分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時４分） 

それでは暫時休憩中に協議いたしまして、次回

第６回の西予市の財政に関する特別委員会は、９

月１日全ての日程が終了した後、時間は午後３時

半から４時ぐらいになるという見込みですが、全

ての予定された案件の終了後に行いたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 
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もう 1 点私のほうから、先ほど議会だよりの件

を申し上げたんですが、今後、議会費全体の精査

というのもいずれ必要になってくるかなと思って

おります。ただこのことについては、当特別委員

会はあくまで財政に関する、特に今回危機脱却プ

ランの内容についての審査を主にやってまいりま

したが、今後、そういったことを議会の中でもど

こかで協議する必要があるかと思っております。

この件については、明日の議会運営委員会の中で

特別委員長の私のほうから議会だよりの件につい

て報告申し上げるんですが、それに加える形で議

会費の見直し、もしかしたら特別職の報酬という

ことで議員報酬についても、どこかで協議をすべ

きだというふうに考えますので、それについてど

の機関で協議するかということが、まず肝要かな

と思いますので、その件については、明日報告を

いたしたいと思っておりますので御承知おきくだ

さい。お願いいたします。 

はい、一応本日予定しておりました案件は以上

となります。 

○信宮委員 

給与カット案についてなんですけれども、これ

いずれ条例改正で出てきて、いずれかの時点では

それぞれの議員が賛否をしなきゃいけないと思っ

ておるんですけれども、現時点でのこの委員会の

委員のメンバーのどういう考えを持っておられる

のか、ちょっと聞いておきたいと思います。 

○源委員長 

今信宮委員のほうから職員給与についての、た

だいまの意見ということで、これは賛成、反対そ

して今のところ分からないいろいろあると思いま

す。今、委員の皆さん構わなければ順番に、今の

ところの、説明聞いた上での考えのほうを言って

いただいたらと思いますが、よろしいでしょうか。 

○大森委員 

私がとらえているのは、なぜ財調が 48 億円か

ら合併後スリム化が進まなかったと。そして、か

たや合併特例債によるインフラ整備が進んでいた

ということで、そういうことでこういう事態にな

ったというふうに私は聞きましたし、そういうふ

うにとらえておりますので、職員の給与をカット

することについては私は反対です。経営主体とし

ての市役所ももちろん下がっていると思いますし、

反対です。 

○信宮委員 

現時点では私は反対です。 

○河野委員 

３％という数字は納得しませんけれども、減額

は必要なのかなという考えです。 

○小玉委員 

私も賛成です。現場の人が、市民が痛みを感じ

とるのに職員だけ痛みを感じんって言われるのは、

会計年度任用職員とかいう最前線の人も重みを感

じるなら、もう１％でも２％でもカットしたほう

が、あの子らも仕事がしやすいと思います。絶対

言われますんで。 

○二宮委員 

もうどっちがいいとかいうのは、まだ分かりま

せんけども、市民の説明会したときに、例えば職

員がこの給与カットがなかったときの反応があっ

て、後出しみたいな形になるのが、もう１番最悪

やなというのは思ってます。例えば病院問題、行

政としてやっぱり、そこを考えてやろうとしてる

んじゃないかなと思いますんで、そこのところち

ょっと良いとか悪いとかいう結論は出せないとい

うことです。 

○中村副委員長 

正直ゆれておりますけれども、山住部長の説明

も先ほどございましたが、そういう決意と覚悟と

かそういうことで言えば、それは気持ちには賛同

したいなと考えております。ただ市民の方の反応

とか、今後の先ほど信宮委員言われたように、１

年待って、来年の成果を見てからでもっていうこ

とについては、趣旨としては賛同したいと思って

いる。 

○源委員長 

委員長が本来言うべきではないんですが、一律

ということに関してと、若手職員への影響を鑑み

る限り、一律という部分に関しては疑問を非常に

感じるところであります。先ほどルール説明があ

ったと思いますが、これについて、恐らく 12 月

に条例改正が提出されると思いますので、この特

別委員会だけでなくてですね、恐らく職員給与費

の改正については総務常任委員会に付託もしくは

この特別委員会どちらなのか分かりませんが、そ

れについては、ちょっと、今後も議論を深めなが

ら、団体交渉来月上旬から始まるということでそ

の辺りも判断しながらしたいと思います。 
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なお、特別委員会の中間報告、今ここの意見を

お伺いしましたが、非常に繊細なところもござい

ますので、それについてちょっとまた判断しなが

ら記載のほう考えたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

ほか意見がありましたらお願いします 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

それでは、以上をもちまして閉会したいと思い

ます。 

○中村副委員長 

これをもちまして第５回西予市の財政に関する

特別委員会を散会といたします。 

 

 

 散会 午前１１時１０分 

 

 

 西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

西予市の財政に関する特別委員会委員長 

源 正樹 

 


